
令 和 ８ 年 ６ 月 2 9 日  

消 防 庁 

 
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等に対する意見

公募の結果及び改正省令等の公布 

 

１ 改正内容 

「水素等のGX新技術に係る危険物規制に関する検討会」の結論等を踏まえ、及び学校教育法（昭和

22年法律第26号）の改正等に伴い、以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する規則

（昭和34年総理府令第55号）及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和49年

自治省告示第99号）を改正するものです。概要については、別紙１を御覧ください。 

（１）危険物施設の周囲に保有する空地に係る規制の見直し 

（２）危険物施設と高圧ガス施設等の間に設ける保安距離に係る規制の見直し 

（３）給油取扱所における危険物から水素を製造するための改質装置に係る規制の見直し 

（４）移送取扱所の配管の構造等に係る規制の見直し 

（５）甲種危険物取扱者試験の受験資格に係る規定の整備 

（６）その他、所要の規定の整備 

 

２ 意見公募の結果 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等の内容について、令和８年５月２日か

ら令和８年６月５日までの間、意見を公募したところ、意見の提出はありませんでした。 

 

３ 省令の公布 

消防庁では、意見公募の結果も踏まえて、以下の改正省令等を令和８年６月 29 日付けで公布

しました。 

・ 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第 83号） 別紙２ 

・ 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（令和８年総務 

省告示第 241号）別紙３ 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等の内容について、令和

８年５月２日から令和８年６月５日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、意

見の提出がありませんでした。 

意見の公募の結果も踏まえて、当該省令等を本日公布しましたので併せてお知らせいたしま

す。 

（事務連絡先）  
消防庁予防課危険物保安室 齋藤、羽田野、池田 

TEL 03-5253-7524（直通） 
E-mail:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp 
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示して

おります。送信の際には「@」に変更してください。 



 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ６ 月  

消防庁危険物保安室 

 

 

 「水素等の GX 新技術に係る危険物規制に関する検討会」の結論等を踏まえ、及び学

校教育法（昭和22年法律第26号）の改正等に伴い、危険物の規制に関する規則（昭和

34年総理府令第 55号。以下「規則」という。）及び危険物の規制に関する技術上の基

準の細目を定める告示（昭和 49年自治省告示第99号。以下「告示」という。）を改正

する。 

 

１．改正内容 

（１）危険物施設の周囲に保有する空地に係る規制の見直し【規則第 13条の６、第 16

条の２の３、第16条の２の４、第22条の２の３及び第24条の12並びに告示第２条

の４及び第４条の２の２から第４条の２の２の３まで関係】 

危険物施設の周囲に保有する空地（以下「保有空地」という。）について、当該

危険物施設の周囲に耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じ、延焼防

止上有効に冷却するための散水設備等を設け、及び当該危険物施設の出入口等の周

辺に消防活動のための空地を保有する場合には、Ⅰ及びⅡの要件を満たす範囲内に

おいて保有空地の幅を減じ、又はⅠ及びⅡの要件を満たすときに保有空地を保有し

ないことができるように規制の特例を拡大する。 

Ⅰ 危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱に

より、当該危険物施設に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火

上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 

Ⅱ 危険物施設に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、

当該火災の輻射熱により、当該危険物施設の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火

上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 

 

（２）危険物施設と高圧ガス施設等の間に設ける保安距離に係る規制の見直し【規則第

13条の６及び告示第２条の３関係】 

危険物施設と高圧ガス施設等の間に設ける保安距離について、耐火構造の塀の設

置その他の防火上有効な措置を講じた場合には、Ⅰ及びⅡの要件を満たす距離を当

該保安距離とすることができるように規制の特例を設ける。 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令及び 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件について 

別紙１

佳玲奈 池田
長方形



 

 

Ⅰ 危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該危険物施設に隣

接する高圧ガス施設等が以下の基準に適合すること。 

・ 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス施設等の外壁等が、燃焼せず、か

つ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 

・ 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス施設等の保安に関する設備がその

機能に支障を生じず、かつ、当該施設で製造し、貯蔵し、又は消費する高圧

ガス等の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。 

Ⅱ 危険物施設に隣接する高圧ガス施設等で火災又は爆発が発生するものとし

た場合において、当該危険物施設が以下の基準に適合すること。 

・ 当該火災の輻射熱により当該危険物施設の外壁等が燃焼せず、かつ、当該

火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該危険物施設の外壁等が防火

上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 

・ 当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により、当該危険物施設の保安に

関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該危険物施設で貯蔵し、又

は取り扱う危険物の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。 

 

（３）給油取扱所における危険物から水素を製造するための改質装置に係る規制の見直

し【規則第27条の５関係】 

電気を動力源とする自動車等に水素を充塡するための設備を設ける給油取扱所

に、メチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置を設ける場合には、

以下の基準によることとする。 

Ⅰ メチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する廃油

タンクは、容量３万リットル以下とすること。 

Ⅱ メチルシクロヘキサン、水素又はトルエンが漏えいした場合にメチルシクロ

ヘキサンから水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装

置を設けること。 

Ⅲ メチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置における危険物

の取扱量は、指定数量の 150倍未満であること。 

 

（４）移送取扱所の配管の構造等に係る規制の見直し【規則第28条の４及び第28条の

５並びに告示第42条関係】 

移送取扱所の配管のうち事業所の敷地内の地上又は地下に設置するものについ

て、配管の最小厚さの規定を適用しないこととするとともに、移送取扱所の配管等

の材料について、設置場所の状況等にかかわらず、告示で定める規格と同等以上の

機械的性質を有するものを認める等の改正を行うこととする。 

 

（５）甲種危険物取扱者試験の受験資格に係る規定の整備【規則第53条の３関係】 



 

 

学校教育法の一部を改正する法律（令和６年法律第 50 号）の施行に伴い、甲種

危険物取扱者試験の受験資格に係る規定のうち専修学校に係る部分等について、所

要の規定の整備を行う。 

 

（６）その他、所要の規定の整備【規則第 22条の３及び第 28条の 16並びに告示第７

条関係】 

 

２．施行期日 

公布の日の翌日から施行する。 

 

３．経過措置 

・ この省令による改正後の規則第 53 条の３（専修学校の専門課程に係る部分に

限る。）の規定は、令和８年４月１日以後に専修学校の専門課程に入学した者に

ついて適用し、同日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る甲種危険物取扱

者試験の受験資格については、なお従前の例による。 

・ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よることとする。 
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○
総
務
省
令
第
八
十
三
号

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
危
険
物
の
規
制
に

関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
一
条
第
三

項
及
び
第
五
項
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
三
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物

の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

林

芳
正

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙２

佳玲奈 池田
長方形
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改

正

後

改

正

前

（
高
引
火
点
危
険
物
の
製
造
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
製
造
所
の
特
例
）

第
十
三
条
の
六

［
略
］

第
十
三
条
の
六

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
製
造
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
及
び
構
造
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て

３

［
同
上
］

は
、
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並

び
に
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

一

製
造
所
の
位
置
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
等
か
ら
当
該
製
造
所
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
工
作
物
の
外

一

［
同
上
］

側
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
建
築
物
等
に
つ
い
て
定
め
る
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
不
燃
材
料
で
造
つ
た
防
火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
市
町
村

長
等
が
安
全
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
市
町
村
長
等
が
定
め
た
距
離
を
当
該
距
離
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
貯
蔵
し
、

ニ

第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
貯
蔵
し
、

又
は
取
り
扱
う
施
設
（
不
活
性
ガ
ス
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）

二
十
メ
ー
ト
ル

又
は
取
り
扱
う
施
設
（
不
活
性
ガ
ス
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）

二
十
メ
ー
ト
ル

以
上
。
た
だ
し
、
耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
告
示
で
定

以
上

め
る
要
件
を
満
た
す
距
離
と
す
る
。

二

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

二

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の

工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
に
定

規
定
の
例
に
よ
り
、
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
防
火
上
有
効
な
隔
壁
を
設
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

た
と
き
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
第
一
項
の
製
造
所
」
と
、
「
令
第

九
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
二
号
」
と
す
る
。

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合

五

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合

は
、
網
入
り
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

は
、
網
入
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

（
特
定
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
特
定
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二
の
三

［
略
］

第
十
六
条
の
二
の
三

［
同
上
］

２

前
項
の
屋
内
貯
蔵
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
貯
蔵
倉
庫
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基

２

［
同
上
］

準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
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は
、
適
用
し
な
い
。

一

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

一

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
（
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防

と
。

火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地

の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
同
号
の

表
」
と
あ
り
、
及
び
「
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一

号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
て
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二
の
四

［
略
］

第
十
六
条
の
二
の
四

［
同
上
］

２

前
項
の
屋
内
貯
蔵
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
位
置
及
び
構
造
が
次
の
各
号
に
掲
げ

２

［
同
上
］

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び

第
十
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

二

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
（
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防

と
。

火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地

の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
同
号
の

表
」
と
あ
り
、
及
び
「
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
第
二

号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

貯
蔵
倉
庫
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入
り
ガ
ラ
ス

五

貯
蔵
倉
庫
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入
ガ
ラ
ス
と

と
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
て
以
外
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
以
外
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二
の
五

［
略
］

第
十
六
条
の
二
の
五

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
二
の
三

［
略
］

第
二
十
二
条
の
二
の
三

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］
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３

第
一
項
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

３

第
一
項
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
一
項
第
五
号
（
支
柱
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
十
号
の

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
条
第
一
項
第
五
号
（
支
柱
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
十
号
の
二
、
第

二
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

十
四
号
及
び
第
十
五
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲

二

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲

に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十

に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。

五
条
（
第
二
項
第
一
号
を
除
き
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
五
号
た
だ
し
書
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定

す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
の
二
の
三

第
三
項
第
二
号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

三

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
支
柱
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以

三

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
支
柱
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以

上
の
耐
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
防
油
堤
内
に
設
置
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
全

上
の
耐
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
防
油
堤
内
に
設
置
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
す

て
が
、
第
一
項
に
定
め
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
支
柱
を
不
燃

べ
て
が
、
第
一
項
に
定
め
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
支
柱
を
不

材
料
で
造
る
こ
と
が
で
き
る
。

燃
材
料
で
造
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
ポ
ン
プ
設
備
（
令
第
十
一
条
第
一
項
第
十
号
の
二
の
ポ
ン
プ
設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の

四

［
同
上
］

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
同
号
（
イ
、
へ
及
び
ト
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
ポ
ン
プ
設
備

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

ポ
ン
プ
室
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
窓
及
び
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入

ハ

ポ
ン
プ
室
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
窓
及
び
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入

り
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

［
五

略
］

［
五

同
上
］

六

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
号
の
防
油

六

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
号
の
防
油

堤
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と

堤
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と

あ
る
の
は
、
「
百
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
百
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
三

［
略
］

第
二
十
二
条
の
三

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
第
一
号
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

［
同
上
］

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］
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八

危
険
物
を
取
り
扱
う
配
管
、
管
継
手
及
び
弁
（
以
下
「
配
管
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
は
、
第
二
十
八
条
の

八

危
険
物
を
取
り
扱
う
配
管
、
管
継
手
及
び
弁
の
構
造
は
、
令
第
十
八
条
の
二
に
掲
げ
る
移
送
取
扱
所
の
配
管

五
（
第
二
項
第
五
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
移
送
取
扱
所
の
配
管
等
の
構
造
の
例
に
よ
る
も

等
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

［
九

略
］

［
九

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
十
二

［
略
］

第
二
十
四
条
の
十
二

［
同
上
］

２

前
項
の
屋
外
貯
蔵
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第

２

［
同
上
］

十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

柵
等
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。

二

令
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
さ
く
等
の
周
囲
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定

た
だ
し
、
第
十
六
条
（
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防
火
上

め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。

有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地
の
幅

を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
同
項
第
四
号
の

表
」
と
あ
り
、
及
び
「
令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
第

二
号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
七
条
の
五

［
略
］

第
二
十
七
条
の
五

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
は
、
固
定
給
油
設
備
若
し
く
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ

３

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
は
、
固
定
給
油
設
備
若
し
く
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ

ン
ク
、
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
原
料
タ
ン
ク
又
は
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル

ン
ク
、
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
原
料
タ
ン
ク
又
は
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
以

（
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
場
合
に
は
、
三
万
リ
ッ
ト

下
の
第
二
十
五
条
で
定
め
る
タ
ン
ク
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
地
盤
面
下
に

ル
）
以
下
の
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
タ
ン
ク
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
地

埋
没
し
て
設
け
る
場
合
を
除
き
、
危
険
物
を
取
り
扱
う
タ
ン
ク
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
法

盤
面
下
に
埋
没
し
て
設
け
る
場
合
を
除
き
、
危
険
物
を
取
り
扱
う
タ
ン
ク
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
都

第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
地
盤
面
上
に
固
定
給
油
設
備

市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
地
盤
面
上
に
固
定

に
接
続
す
る
容
量
六
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
簡
易
タ
ン
ク
を
、
そ
の
取
り
扱
う
同
一
品
質
の
危
険
物
ご
と
に
一
個
ず

給
油
設
備
に
接
続
す
る
容
量
六
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
簡
易
タ
ン
ク
を
、
そ
の
取
り
扱
う
同
一
品
質
の
危
険
物
ご
と

つ
三
個
ま
で
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
一
個
ず
つ
三
個
ま
で
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
４

略
］

［
４

同
上
］

５

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
業
務
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
設
備
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と

５

［
同
上
］

し
、
当
該
設
備
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
第
二

号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
の
三

第
六
項
第
三
号
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と
あ
る
の
は
「
圧
縮
水
素
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
防
火
設
備
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
十
七
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火
設
備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
装
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置
」
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
は
、
令
第
九
条
第
一
項

二

[

同
上
］

第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

改
質
原
料
又
は
水
素
（
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
あ
つ
て

ロ

改
質
原
料
及
び
水
素
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
の
運
転
を

は
、
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
水
素
又
は
ト
ル
エ
ン
）
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造

自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

す
る
た
め
の
改
質
装
置
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

［
ハ

略
］

［
ハ

同
上
］

ニ

危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
量
は
、
指
定
数
量
の
十
倍

ニ

危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
量
は
、
指
定
数
量
の
十
倍
未

（
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
あ
つ
て
は
、
百
五
十
倍
）
未
満
で

満
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

［
三

略
］

［
三

同
上
］

［
６
・
７

略
］

［
６
・
７

同
上
］

（
材
料
）

（
材
料
）

第
二
十
八
条
の
四

配
管
等
の
材
料
は
、
告
示
で
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的

第
二
十
八
条
の
四

配
管
、
管
継
手
及
び
弁
（
以
下
「
配
管
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
は
、
告
示
で
定
め
る
規
格
に

性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
配
管
の
設
置
場
所
の
状
況
等
か
ら
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
配
管
等
の
構
造
）

（
配
管
等
の
構
造
）

第
二
十
八
条
の
五

［
略
］

第
二
十
八
条
の
五

［
同
上
］

２

配
管
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

配
管
の
内
圧
に
よ
つ
て
生
ず
る
当
該
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
（
配
管
の

二

配
管
の
内
圧
に
よ
つ
て
生
じ
る
当
該
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
（
配
管
の

材
料
の
規
格
に
最
小
降
伏
点
の
定
め
が
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
材
料
試
験
成
績
等
に
よ
り
保
証
さ
れ
る
降
伏

材
料
の
規
格
に
最
小
降
伏
点
の
定
め
が
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
材
料
試
験
成
績
等
に
よ
り
保
証
さ
れ
る
降
伏

点
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
降
伏
点
が
、
当
該
材
料
の
規
格
に
定
め
る
引
張
強
さ
の
最
小
の
値
に
〇
・
六
を
乗

点
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
降
伏
点
が
、
当
該
材
料
の
規
格
に
定
め
る
引
張
強
さ
の
最
小
の
値
に
〇
・
六
を
乗

じ
た
値
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
値
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
四
十
パ
ー
セ
ン

じ
た
値
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
値
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
四
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

主
荷
重
と
従
荷
重
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
生
ず
る
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
、
軸
方
向
応
力
度
及
び
管
軸
に
垂

三

主
荷
重
と
従
荷
重
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
生
じ
る
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
、
軸
方
向
応
力
度
及
び
管
軸
に
垂

直
方
向
の
せ
ん
断
応
力
度
を
合
成
し
た
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

直
方
向
の
せ
ん
断
応
力
度
を
合
成
し
た
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

［
四

略
］

［
四

同
上
］

五

配
管
の
最
小
厚
さ
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

五

配
管
の
最
小
厚
さ
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
告
示
で
定
め
る
方
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該
当
す
る
配
管
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

法
に
よ
り
破
損
試
験
を
行
つ
た
と
き
破
損
し
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
破
損
試
験
を
行
つ
た
と
き
破
損
し
な
い
も
の

［
新
設
］

ロ

移
送
基
地
（
ポ
ン
プ
に
よ
り
配
管
に
危
険
物
を
送
り
出
し
、
又
は
配
管
か
ら
危
険
物
を
受
け
入
れ
る
場
所

［
新
設
］

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
の
地
上
に
設
置
し
、
又
は
地
下
に
埋
設
す
る
も

の

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
地
上
設
置
）

（
地
上
設
置
）

第
二
十
八
条
の
十
六

［
略
］

第
二
十
八
条
の
十
六

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

配
管
（
移
送
基
地
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
住
宅
、
学
校
、
病
院
、
鉄
道
そ
の
他
の
告

二

配
管
（
移
送
基
地
（
ポ
ン
プ
に
よ
り
危
険
物
を
送
り
出
し
、
又
は
受
け
入
れ
を
行
う
場
所
を
い
う
。
以
下
同

示
で
定
め
る
施
設
に
対
し
告
示
で
定
め
る
水
平
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

じ
。
）
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
住
宅
、
学
校
、
病
院
、
鉄
道
そ
の
他
の
告
示
で
定
め
る

施
設
に
対
し
告
示
で
定
め
る
水
平
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

三

配
管
（
移
送
基
地
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
両
側
に
は
、
当
該
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧

三

配
管
（
移
送
基
地
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
両
側
に
は
、
当
該
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧

力
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
（
工
業
専
用
地
域
に
設
置
す
る
配
管
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
三
分
の
一
）
の
空

力
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
（
工
業
専
用
地
域
に
設
置
す
る
配
管
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
三
分
の
一
）
の
空

地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

（
受
験
資
格
）

（
受
験
資
格
）

第
五
十
三
条
の
三

法
第
十
三
条
の
三
第
四
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
三

［
同
上
］

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科
（
高
等
学
校

（
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科
に
あ
つ
て
は
、
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
専

又
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科
に
あ
つ
て
は
、
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
（
同

修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
専
門
課
程
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
専
門
課
程
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る

そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
同
法

に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
授
業
科
目

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学
院
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
授
業
科
目

（
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
科
目
に
限
る
。
）
を
履
修
し
て
、
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
及

（
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
科
目
に
限
る
。
）
を
履
修
し
て
、
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
及

び
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
専
門
職

び
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
専
門
職

大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
（
同

大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
（
同

法
に
よ
る
専
門
職
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十

法
に
よ
る
専
門
職
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十

一
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三

一
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三

十
四
号
）
、
大
学
院
に
あ
つ
て
は
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
専
門
職
大

十
四
号
）
、
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三

学
院
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
高
等
専
門
学
校
に

号
）
、
大
学
院
に
あ
つ
て
は
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
若
し
く
は
専
門
職

あ
つ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
、
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
専

大
学
院
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
に
よ
る
単
位
又
は
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修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
に
よ
る
単
位
を
通
算
し
て
十
五
単
位
以
上
修
得
し
た

専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
に
よ
り
換
算
し
た
単
位
を

者

通
算
し
て
十
五
単
位
以
上
修
得
し
た
者

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
の
専
攻
科
そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
学
校

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
学
校
に
お
い
て
化

に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
授
業
科
目
を
、
講
義
に
つ
い
て
は
十
五
時
間
、
演
習
に
つ
い
て
は
三
十
時
間
、
実

学
に
関
す
る
授
業
科
目
を
、
講
義
に
つ
い
て
は
十
五
時
間
、
演
習
に
つ
い
て
は
三
十
時
間
並
び
に
実
験
、
実
習

験
、
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
四
十
五
時
間
の
授
業
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
と
し
て
十
五
単
位
以
上
修

及
び
実
技
に
つ
い
て
は
四
十
五
時
間
の
授
業
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
と
し
て
十
五
単
位
以
上
修
得
し
た
者

得
し
た
者

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
受
験
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
五
十
三
条
の
三
（
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
者
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
者
に
係
る
甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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○
総
務
省
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項

及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
一
号
ニ
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
イ
並
び
に
第
二

十
八
条
の
二
十
八
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和

四
十
九
年
自
治
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙３

佳玲奈 池田
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
製
造
所
等
の
保
安
距
離
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

（
製
造
所
等
の
保
安
距
離
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

第
二
条
の
三　

規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
一
号
ニ
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と

第
二
条
の
三　

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

お
り
と
す
る
。 

 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

第
二
条
の
四　

規
則
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
（
規
則
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
こ
れ

第
二
条
の
四　

規
則
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

（
屋
内
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

（
屋
内
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

第
四
条
の
二
の
二　

第
二
条
の
四
各
号
の
規
定
は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
（
規
則
第
十
六
条

第
四
条
の
二
の
二　

第
二
条
の
四
各
号
の
規
定
は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る

の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合

要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
各
号
中
「
製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
」
と
あ
る

を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
各
号
中
「
製
造

の
は
、
「
屋
内
貯
蔵
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

所
又
は
一
般
取
扱
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
屋
内
貯
蔵
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

第
四
条
の
二
の
二
の
二　

規
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
第
二
号
に

第
四
条
の
二
の
二
の
二　

規
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

す
る
。 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

（
屋
外
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

（
屋
外
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

第
四
条
の
二
の
二
の
三　

規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
（
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
に
お

第
四
条
の
二
の
二
の
三　

規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と

い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

す
る
。 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

（
破
損
試
験
の
方
法
） 

　

（
破
損
試
験
の
方
法
） 

第
七
条　

規
則
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
破
損
試
験
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法

第
七
条　

規
則
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
破
損
試
験
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
衝
撃
力
を
配
管
に
加
え
る
方
法
と
す
る
。 
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
衝
撃
力
を
配
管
に
与
え
る
方
法
と
す
る
。 

［
一　

略
］ 

［
一　

同
上
］ 

二　

配
管
は
、
次
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
生
ず
る
衝
撃
力
を
加
え
た
場
合
に
位
置
が
移
動
し
な
い
よ
う
に
固
定

二　

配
管
は
、
次
号
の
衝
撃
力
を
加
え
た
場
合
に
位
置
が
移
動
し
な
い
よ
う
に
固
定
し
て
お
く
こ
と
。 

し
て
お
く
こ
と
。 

 

三　

バ
ケ
ッ
ト
容
量
が
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
の
機
械
ロ
ー
プ
式
バ
ッ
ク
ホ
ー
型
掘
さ
く
機
の
バ
ケ
ッ
ト
を
配
管

三　

バ
ケ
ッ
ト
容
量
が
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
の
機
械
ロ
ー
プ
式
バ
ッ
ク
ホ
ー
型
掘
さ
く
機
の
バ
ケ
ッ
ト
を
配
管

に
最
大
の
衝
撃
力
が
加
わ
る
位
置
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

に
最
大
の
衝
撃
力
を
与
え
る
位
置
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

（
耐
圧
試
験
の
方
法
） 

　

（
耐
圧
試
験
の
方
法
） 
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第
四
十
二
条　

規
則
第
二
十
八
条
の
二
十
八
本
文
に
規
定
す
る
耐
圧
試
験
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

第
四
十
二
条　

［
同
上
］ 

と
す
る
。 

 

［
一
～
四　

略
］ 

［
一
～
四　

同
上
］ 

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
配
管
に
つ
い
て
耐
圧
試

［
新
設
］

験
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
則
第
二
十
八
条
の
二
十
八
本
文
に
規
定
す
る
耐
圧
試
験
の
方
法
は
、
令
第
九
条
第
一

項
第
二
十
一
号
イ
の
水
圧
試
験
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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